
平成２７年３月２６日 

在フランクフルト日本国総領事館 

 

 

平成２７年度旅券手数料及び領事手数料について 

 

平成２７年４月１日から、旅券や各種証明関係等の領事手数料が下記のとおり改正され

ますのでお知らせ致します。 

記 

 

平成２７年度旅券手数料及び領事手数料 

※（）内数字は平成２６年度手数料 

 

１ 旅券関係 

 ○ 一般旅券の発給（１０年有効旅券）        １１４ユーロ（１２５ユーロ） 

 ○ 同上（５年有効旅券）               ７９ユーロ（８６ユーロ） 

 ○ 同上（５年有効旅券・１２歳未満）         ４３ユーロ（４７ユーロ） 

 ○ 限定・記載事項変更旅券の発給           ４３ユーロ（４７ユーロ） 

 ○ 一般旅券の査証欄の増補              １８ユーロ（２０ユーロ） 

 ○ 帰国のための渡航書の発給             １８ユーロ（２０ユーロ） 

 

２ 各種証明関係 

 ○ 在留証明                      ９ユーロ（９．５ユーロ） 

 ○ 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明     ９ユーロ（９．５ユーロ） 

 ○ 翻訳証明                    ３１ユーロ（３４．５ユーロ） 

 ○ 署名又は印章の証明（官公署に係るもの）     ３２ユーロ（３５．０ユーロ） 

 ○ 同上（その他のもの）              １２ユーロ（１３．５ユーロ） 

 ○ その他（自動車運転免許証等）の証明       １５ユーロ（１６．５ユーロ） 

 

３ その他 

（１） 申請の受付から交付までの間に年度をまたぐ場合は、申請日時点での手数料額とな 

ります。 

 【例】一般旅券（１０年有効旅券）を３月３０日に申請し４月４日に交付を受ける

場合は、平成２６年度の額（１２５ユーロ）となります。 

（２） 本件に関するお問い合わせは、当館領事部までお願いします。   

以上 


